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健

康

暮
ら
し

福

祉

相

談

催
し
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

H
I
9
月
1
日
㈮
ま
で
に
窓
口

（
市
役
所
1
階
11
番
窓
口
、
の
ぞ

み
・
勇
払
出
張
所
）
ま
た
は
郵

送
（
必
着
）
で　

郵
送
の
場
合
は
、

は
が
き
ま
た
は
封
書
に
、
保
険
証

の
記
号
・
番
号
、
住
所
、
世
帯
主

の
氏
名
、電
話
番
号
を
記
載
し「
簡

易
書
留
希
望
」
と
明
記
し
て　

国

保
課　

J
(32)
6
4
1
8　

※
電
話

で
の
申
し
込
み
は
不
可

無
縁
仏
供
養
法
要

A
8
月
18
日
㈮　

13
時
30
分

B
高
丘
第
一
霊
園
（
無
縁
仏
供
養

碑
前
）　

直
接
会
場
へ　

※
送
迎

バ
ス
も
運
行
し
ま
す
●
市
民
活
動

方
は
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
た
方

も
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す

C
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
●
70

歳
未
満
の
方
＝
限
度
額
適
用
認
定

証
●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
＝

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

G
保
険
証
、
現
在
お
持
ち
の
認
定

証
、
印
鑑
、
世
帯
主
と
手
続
き
が

必
要
な
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
本

人
確
認
書
類　

※
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
で
過
去
1
年
間
の
入
院

期
間
が
90
日
を
超
え
る
方
は
、
ほ

か
に
入
院
期
間
を
確
認
で
き
る
領

収
書
ま
た
は
入
院
期
間
証
明
書

H
国
保
課
（
市
役
所
1
階
11
番
窓

口
）、
勇
払
・
の
ぞ
み
出
張
所

I
国
保
課　

J
(32)
6
4
1
8

国
民
年
金
か
ら
の

お
知
ら
せ

■
口
座
振
替
の
利
用
が
お
得
で
す

●
通
常
の
翌
月
末
振
替
を
当
月
末

振
替
に
す
る
早
割
制
度
を
利
用
す

る
と
、
毎
月
の
保
険
料
が
50
円
割

引
に
な
り
ま
す
●
2
年
、
1
年
ま

た
は
半
年
分
を
口
座
振
替
で
前
納

す
る
と
、
納
付
書
で
の
前
納
よ
り

も
さ
ら
に
割
引
に
な
り
ま
す

H
年
金
手
帳
、
預
貯
金
通
帳
、
通

帳
印
を
持
参
し
、
下
半
期
6
カ
月

分
（
10
月
〜
翌
年
3
月
）
は
8
月

セ
ン
タ
ー
前
発
＝
13
時
●
高
丘
第

一
霊
園
発
＝
14
時
30
分

I
社
会
福
祉
協
議
会　

J
(32) 

7
1

1 

1　

市
総
合
福
祉
課　

J
(32) 

6

3 

5
4

医
療
費
の
一
部
負
担
金

の
減
免
・
猶
予
制
度
に

つ
い
て

 

減
免
な
ど
の
期
間 

3
カ
月
以
内（
猶

予
さ
れ
た
一
部
負
担
金
は
、
猶
予

後
6
カ
月
以
内
に
支
払
い
）

C
災
害
や
突
然
の
失
業
な
ど
に
よ

り
、
収
入
が
一
時
的
に
生
活
保
護

に
準
じ
る
状
況
と
な
り
、
病
院
や

薬
局
の
窓
口
に
お
け
る
一
部
負
担

金
の
支
払
い
が
困
難
な
世
帯

G
保
険
証
、
印
鑑
、
被
災
・
失
業

な
ど
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類
、

収
入
状
況
が
分
か
る
書
類
な
ど

※
書
類
審
査
に
時
間
を
要
し
ま
す

の
で
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

I
国
保
課　

J
(32)
6
4
2
5

入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
る
場
合
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
の
支
払

い
が
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
で
済
む
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」、
入
院
時
の
食
事
代
を
減
額

す
る「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
交
付
し
ま
す
。
現
在
入
院
中
の

末
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す

■
年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
加
入
中
の
方
で
、
老
齢

基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
年
金
額

を
充
実
さ
せ
る
に
は「
付
加
年
金
」

「
国
民
年
金
基
金
」「
個
人
型
確
定

拠
出
年
金
」
な
ど
の
制
度
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
加
入
す

る
と
、
納
付
し
た
保
険
料
や
掛
金

は
全
額
所
得
控
除
と
な
り
ま
す

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
市
国
保
課　

J
(32)
6
4
2
9　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

J
0
5
7

0

 

(05)
1
1
6
5　

苫
小
牧
年
金
事

務
所　

J
(36)
6
1
3
5　

※
国
民

年
金
基
金
＝
北
海
道
国
民
年
金
基

金　

J
0
1
2
0
(65)
4
1
9
2　

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
＝
金
融
機

関
な
ど

協
会
け
ん
ぽ
か
ら
の

お
知
ら
せ

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
推

進
・
禁
煙
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

皆
さ
ま
の
お
薬
代
の
負
担
軽
減
や

健
康
保
険
財
政
の
改
善
の
た
め
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
喫
煙
対
策
に
も

取
り
組
ん
で
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い

I
全
国
健
康
保
険
協
会
北
海
道
支

部　

J
011 

(726)
0
3
5
2　

市
国
保

課　

J
(32)
6
4
2
5

水道修理の申し込み、
給水装置の所有者変更について

検索水道修理　かかりつけ

検索苫小牧　水道撤去

直接水道業者に電話し、修理を依頼してください。アパートや借家
にお住まいの方は、まず大家さんなどにご相談ください。また、宅
地内の水道修理はメーターボックスを含めご自身の負担となります。
事業者名簿は@Lでもご覧になれます

水道修理の申し込み

家屋を解体する場合は、市指定給水装置工事事業者に依頼し、上下
水道部に給水装置撤去の申請（届け出）をしてください

水道撤去工事

@I水道管理課  @J（32）6696(平日昼間)  @J(32)6111(左記以外)
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